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川崎市発達障害者支援センター運営業務委託及び 

川崎市発達障害地域活動支援センター事業委託 企画提案書等作成要領 

 

１．件名 

川崎市発達障害者支援センター運営業務委託及び川崎市発達障害地域活動支援センター事

業委託 

 

２．履行期間 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３．履行場所 

（１）川崎市発達障害者支援センター 

川崎市川崎区日進町５－１川崎市複合福祉センターふくふく３階 

（２）川崎市発達障害地域活動支援センター 

多摩区内又は麻生区内 

なお設備については「川崎市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条

例（平成２４年条例第７３号）」の規定による。 

４．事業概要 

発達障害児者に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害児者及びその家族か

らの相談に応じ、適切な指導又は助言等を行うとともに、関係機関との連携強化により、発

達障害児者に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進することで、発達障害児者

及びその家族の福祉の向上を図る。 

５．提案上限額 

２３３，０８６，０００円（消費税及び地方消費税を除く） 

１年目（令和７年度） １１４，７７２，０００円 

２年目（令和８年度） １１８，３１４，０００円 

 

６．参加資格 

（１）川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８号）第２条の規定に基づく資格停止期

間中ではないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

（３）令和７・８年度川崎市業務委託有資格業者名簿において業種を「９９その他」（種目

はいずれでも可）で登録が予定されている者（ただし、落札決定にあたっては実際に

登録されていることを要します。 

（４）３年以内に類似（発達障害者に関する相談支援等）の業務実績があること。 
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（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立がなされていな

い者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立がなされ

ていない者 

（６）この業務内容について確実に履行することができること。 

７．実施スケジュール及び提出書類 

（１）実施スケジュール 

日  程 内  容 

令和７年１月１０日（金） 公募開始 

（参加意向申出書の配布開始） 

令和７年１月２０日（月） 

午後５時まで 

参加意向申出書の受付 

令和７年１月２１日（火） 参加資格確認審査結果の通知 

令和７年１月２２日（水） 

  午後５時まで 

質問書の受付 

令和７年１月２８日（火） 質問書への回答 

令和７年２月４日（火） 

 午後５時まで 

提案書、要件確認書、見積書の提出 

令和７年２月１２日（水） プレゼンテーション、選定審査委員会 

令和７年３月 選定結果通知 

 

（２）提出書類 

提出時期 No. 提出書類名 部数 

①参加意向申出書 

提出時 

1 参加意向申出書（様式１） １部 

2 実績表（兼資格要件確認書）（様式

２） 

１部 

3 契約等の実績を証する書類（契 

約書の写し、補助事業の交付決 

定通知等） 

１部 

4 コンプライアンス（法令遵守）に

関する申告書（様式３） 

１部 

5 誓約書（様式４） １部 

②質問書提出時 6 質問書（様式５） １部 

③提案書提出時 7 提案書（様式６） １０部（正本１部、副本９

部） 

8 見積書（様式自由、添付書類） １部 
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9 法人概要（パンフレット等） 各９部 

10 定款等応募する団体又は企業の

事業内容が分かるもの 

９部 

11 直近の決算書 １部 

 

８．参加資格の確認 

  提案参加希望者は、公募期間内に参加意向申出書等を提出し、提案参加資格の有無について

本市にて確認審査を実施する。様式が指定されている提出書類については、本市ホームページ

からダウンロードすること。（「提案書等作成要領」及び「仕様書」も同様にダウンロード可能）。 

  また、期限までに提出しない事業者及び提案参加資格がないと認められた事業者は、提案に

参加することができない。 

 

（１）参加意向申出書等の受付期間 

   令和７年１月１０日（金）から令和７年１月２０日（月）まで 

  午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで ＊土日・祝日を除く 

 

（２）提出場所 

  〒２１０‐８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 

   川崎市役所健康福祉局障害保健福祉部精神保健課 

   電話：０４４－２００－３６０８ 

 

（３）提出書類 

  ７．（２）No.１～５のとおり 

 

（４）提出方法 

  郵送又は持参（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る） 

 ＊郵送の場合は受付期間内に必着 

 ＊持参の場合は、事前に電話連絡をすること 

 

 （５）提案参加資格確認審査 

提案参加資格の審査結果は、参加意向申出書を提出したすべての事業者に対し、文書にて、 

令和７年１月２１日（火）までに通知する。 

 

９．質問書の提出 

（１）質問受付期間 

令和７年１月１０日（金）から令和７年１月２２日（水）午後５時まで 
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（２）質問受付方法 

   質問書（様式５）に質問内容を入力し、次のアドレスに電子メールにて提出すること。 

   様式については、本市ホームページからダウンロードすること。 

   電子メール 40seisin@city.kawasaki.jp 

 

（３）回答方法 

  令和７年１月２８日（火）までにすべての提案参加資格を有する事業者に対し、電子メー

ルにて送付する。 

 

１０．提案書等の作成 

（１）提案書の作成 

次表①～⑩の項目について記載すること（記載順については、必ずしも表の並びに倣う

必要はない）。 

なお、企画提案書に記載した内容は、すべて実現を約束したものとみなす。 

事業に関

する提案 

① 

専門性の

高い相談

への対応 

障害特性に応じた相談支援について、想定される利用者を

具体的に例示（人数やライフステージも考慮）し、どのよ

うな対応が可能か記載すること。 

※ 川崎市発達障害者支援センターは約 1,300人／年 

川崎市発達障害地域活動支援センター約 1,060 人／年

（平均実利用人数は約５人／日）を目安とすること。 

② 

日中活動

支援の場

の提供 

（１）障害特性に応じ、社会参加と日常生活に必要な技能

や心身の健康を培うプログラムの内容や、その効果につい

て記載すること。 

（２）地域活動支援センターの利用者の社会参加や自立し

た日常生活を支援するための手法やその効果について記載

すること。 

③ 

専門的な

職員の配

置 

本委託業務の実施体制（職種・人数・役割）について記載

すること。さらに、欠員や業務量の変動が生じた場合の対

応について、「川崎市発達障害者支援センター」「川崎市発

達障害者地域活動支援センター」それぞれ記載すること。 

④ 
研修・普及

啓発活動 

発達障害児者の支援に関する研修・普及啓発活動について、

提案書（様式６）の区分にそって具体的に記載すること。 

⑤ 

関係機関

との連携

とネット

ワーク   

支援を行う際には医療機関・行政機関等との連携が重要で

あるが、こうした機関との関係づくりについて、具体的な

手法を示すこと。また、発達障害児者への支援を行う関係

機関職員に対して支援（支援者支援）を行うことの必要性

について考え方を示すこと。 
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⑥ 
その他業

務の取組 

本業務の目的達成及び業務の推進にあたり、独自の取組に

ついて具体的に記載すること。 

その他の

提案 

⑦ 運営方針 

発達障害者支援に関する知見、実績、強みを記載し、当該

委託業務にどのように活かしていくか具体的に記載するこ

と。 

⑧ 

緊急時の

安全管理

体制 

災害等による運用停止、一部制限等が発生した際の緊急連

絡体制や、市側との連携体制、緊急時の要員配置・運用体

制、業務継続計画等についての考えを具体的に記載するこ

と。 

⑨ 
コンプラ

イアンス 

守秘義務や個人情報の取扱い、その他のコンプライアンス

に関わる事項について、提案書（様式６）の区分にそって

具体的に記載すること。 

⑩ 収支計画 
本業務の実施に係る経費について、積算内訳も含めて記載

すること。 

 

（２）提案書作成における注意事項等 

  ア 提案書には表紙をつけ、表題、法人名、提出年月日を記載すること。 

  イ 提案書は、「表紙」、「様式６」、「内容を補完する資料（ある場合のみ）」の順に綴り、原

則Ａ４片面、左綴じで製本すること。ただし、見易さ等に配慮してＡ４版縦又はＡ３版

（綴じる際はＡ４版の大きさに折り込む。）の使用も可能とする。 

 ウ 文章を補完するため最小限のイメージ図・イラスト等の使用は可能とする。  

エ 文字は注記等を除き原則として１０ポイント程度以上の大きさとし、所定の様式に収ま

る範囲で記述すること。  

オ  提案書（様式６）のページ数は概ね１０ページ以内とする。   

カ  本文の各ページに、ページ番号を表示すること。 

  キ 提案書（正本）表紙及び見積書には、実印（代表者印）を押印すること。 

  ク 要件確認書及び見積書は提案書に含めず、別途提出すること。 

 

（３）見積書の作成 

   当業務委託の２年間の総額を記載すること。 

令和７年度、令和８年度それぞれ作成すること。 

   金額は消費税及び地方消費税を除いて算出し、単位を円で記載すること。 

提案上限額は、２年総額２３３，０８６，０００円とする。（消費税及び地方消費税を除

く） 

 

（４）その他注意事項等 

ア 見積書の見積金額が、提案上限額を超過する際は、失格とする。 
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イ 参加資格を与えられた者で、提案への参加を辞退する者は、相応の理由を記載した辞退 

届を令和７年２月４日（火）午後５時までに提出すること。様式は任意とする。 

ウ 提案書等作成に伴う費用は、提案参加事業者の負担とする。また、提案書等の提出書類

の著作権は、提案参加事業者に帰属する。 

 

１１．提案書等の提出日時及び場所等 

（１）提出日時 

   令和７年１月２１日（火）から令和７年２月４日（火）  

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで  ＊土日を除く。 

 

（２）提出場所 

  〒２１０‐８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 

   川崎市役所健康福祉局障害保健福祉部精神保健課 

  

（３）提出書類 

  ７．（２）No.７～１１のとおり 

 

（４）提出方法 

  郵送又は持参（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る） 

 ＊郵送の場合は受付期間内に必着 

 ＊持参の場合は、事前に電話連絡をすること 

 

（５）注意事項 

  提案書等の差替え及び再提出は原則として認めない。ただし、記載内容に不備等があり、

市側で追記等を求める場合、当該部分に限り認める。また、提出された書類は一切返却しな

い。 

 

１２．プレゼンテーションの実施 

 提案参加事業者は、次のとおりプレゼンテーションを実施する。 

 

（１）開催日時及び開催場所 

  令和７年２月１２日（水）午前にプレゼンテーションを実施する。プレゼンテーションの

開催時間、開催場所及び発表時間については、提案参加事業者へ令和７年２月初旬にメール

にて通知する。 

 

（２）プレゼンテーション内容 

  事前に提出した提案書等に基づき、原則として統括責任者その他本業務を担当する者がプ
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レゼンテーション及び質疑応答を行う。 

プレゼンテーションに出席する者は１法人につき最大３名までとする。 

プレゼンテーション２０分以内、質疑応答１５分以内とし、説明の際プロジェクターの使

用は不可とする。 

 

１３．選定審査委員会の開催 

（１）審査及び決定 

  委託事業者の選定に当たっては、選定審査委員会を実施する。 

  選定審査委員会では、「提案書」、「要件確認書」、「プレゼンテーション」及び「見積書」

の内容等をもとに審査を行い、総合評価点数が最も高く、かつ総合評価点数が満点の  

６０％を超えた者を本業務の受託事業者として決定する。 

 

（２）総合評価点数が同点の場合 

総合評価点数が同点となった場合は、評価委員の審議により決定する。それでも、なお

決しない場合は、経費見積額が低い事業者を受託予定者とする。得点数は、評価委員６人

の合計点で決定する。 

 

（３）通知方法 

   審査結果については、書面にて通知する。 

 

１４．契約の手続き等 

（１）契約保証金 

   ア 川崎市契約規則第３３条各号に該当する場合は免除とする。 

   イ ア以外の場合は、契約金額の１０％を納入すること。 

 

（２）契約書作成の要否 

   要する。 

 

（３）契約条項の閲覧 

   川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札情報」 

   （http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約関係規定において閲覧する

ことができる。 

 

１５．その他 

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

（２）本契約の効果発生には、令和７年度第１回川崎市議会定例会における、本契約に係る予
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算の議決を要する。 

 

（３）「川崎市発達障害者支援体制整備事業」については、令和６年度は川崎市発達障害者支

援センター受託者において随意契約により実施。（令和６年度契約額１，７９２，７２８円

（消費税及び地方消費税を除く）。 

 

（４）川崎市発達障害者支援センターは、施設の名称を「川崎市発達相談支援センター」とす

る。川崎市発達障害地域活動支援センターは、通称を「ゆりの木」とする。 

 

（５）その他問合せ窓口は、上記８．（２）に同じ。 


